
2 特定健診・特定保健指導の内容  
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老人保健法の改正について  
生活習慣病の予防健診を充実、他の  各種健診や  保健事業も引き続き漏れなく実施 －  

＜現行＞  
＜改正後（平成20年度より）＞  

老人保健法の  

目的や趣旨を  

踏襲しつつ、  

それを発展させ  

るものとして、  
「高齢者の医療  

の確保に関する  

法律」へと改正  

老人保健法  
高齢者の医療の確保に関する法律  

高齢者に対する医療給付  

〔老人拠出金制度等〕  

高  

〔  

齢者に対する医療給付  

後期  

前期  

高  

高  

齢者医療制度  

齢者医療財政調整  

医療費適正化の推進  
市町村による健診等の  

保健事業  

L公費による助成  

市町村等医療保険者による生活  

習慣病健診・保健指導の義務化  

生公㌍豊貯者も対象  

0
 
連
携
を
と
っ
て
総
合
的
に
健
康
増
進
を
推
進
1
 
 
 

法的に  

現在実施されて  

いる各種事業を  

健康増進法等に  

より漏れなく継続  

して実施  

国民の健康増進に関する  

基本方針等の作成   

市町村による生活習慣相  

国民の健康増進に関する  

基本方針等の作成   

市町村による生活習慣相  
談等の実施  

談や生活習  
以外の  

健診等の   

健康増進法等  
健康増進法等  



生活習慣病対策の取組  

○ 各医療保険者は、作成した特定健康診査等実施計画に基づき、計画的に健診暮保健指導を実施  

○ 健診によって発見された要保健指導者に対する保健指導の徹底を図る。  

○ 被用者保険の被扶養者等については、地元の市町村で健診・保健指導を受けられるよう配慮  
⇒ 医療保険者は、集合契約等により、市町村国保における事業提供の活用が可能（責用負担及びデータ管  

理は、利用者の属する医療保険者が行う）  
⇒ 都道府県ごとに設置される保険者協議会において、都道府県が中心になって、効率的なサービス提供が  

なされるよう、各医療保険者間の調整や助言を行う。  

○ 医療保険者は、健診結果のデータを有効に活用し、保健指導を受ける者を効率的に選定すると   
ともに、事業評価を行う。また、被保険者一被扶養者に対して、健診等の結果の情報を保存しやす   
い形で提供する。  

○ 平成25年度より、医療保険者ごとの達成状況に応じ、後期高齢者支援金の加算・減算を行う。   
・特定健康診査の実施率   

・特定保健指導の実施率   

・H20と比べたH24時点でのメタポリツクシンドロームの該当者t予備群の減少率  

※ 市町村国保や被用者保険（被扶養者）の健診について、一部公費による支援措置を行う。  

‥ ヽ  

、、，  
l  ＿ l■⊥   ▲」h l  

一定の  

基準に  
該当す  

る者  

生活習慣病  

に起因する  
医療費の減  
少  

し加算■減  

40－74歳の医療保険  

加入者＝約5，600万人  

約25％  
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法律上の構成  

「糖尿病その他の政令で   

し、国が達成すべき目標に関する  

る健康診査」（第18条第1   がある者として厚生労働省令   事項」を定める。（第8条第4項第1  

導に関する専門的知識及び  

働省令で定める者が行う保  おいて、保険者は、「特定健康診  
健指導」（第18条第1項）  査等の実施及びその成果に閲す  

る具体的な目標」を定める。（第  
※健診項目としては、現行  19条第2項第2号）  

の老人保健事業の基本健  

診からは大幅には変わらな  ※具体的には、メタポリック  

いものとする。   シンドローム（内臓脂肪症候  

群）の該当者・予備群を対象   

とする。   ドローム（内臓脂肪症候群）の該  

非肥満の高血圧等の者に   当者・予備群を2015年度までに  

ついては、当面は、努力義務  
として保健指導を実施。   
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⇒ 不適切な食生活、運動不足、喫煙などで起こる病気  

○内臓脂肪症候群としての肥満症、糖尿病、高血圧症、高脂血症及びこれらの予備群  

自覚症状に乏しく日常生活に大きな支障はないが、健診で発見された後は、基本となる生活習慣の改善がなされないと・・・  

○脳卒中や虚血性心疾應（心筋槽茎等）  

‾ ‾・ ・一   

予備群   

・肥 満  

・高血糖  

・高血圧  

・高脂血 など  

生活機能の低下   

要介護状態   

・半身の麻痔   

・日常生活に   

おける支障  

・認知症  

重症化■合併症  不健康な生活習慣   

・不適切な食生活  
（エネルギー・食塩  

脂肪の過剰等）   

・運動不足   

・ストレス過剰   

・飲酒   

・喫煙  など  

内臓脂肪症候群  

としての生活習慣病  

・肥満症  

・糖尿病  

・嵩血圧症  

・高脂血症  

など   

・虚血性心疾患  

（心筋梗塞、狭心症）   

・脳卒中  

（脳出血、脳梗塞等）   

・糖尿病の合併症  
（失明・人工透析等）  

など  

＊ 一部の病気は、遺伝、感染症等により発症することがある。  ーー ーーーーー●一一一一一一  

O「不健康な生活習胤の継続により、「予備群（境界領域期）」→「内臓脂肪症候群としての生活習慣病」→「重症化・合併症」→「生活機能の低下・要介護状態」へと段階的に進行していく  

○ どの段階でも、生活習恨を改善することで進行を抑えることができる。  
○ とりわけ、境界領域期での生活習慣の改善か、生涯にわたって生活の質（QO」）を維持する上で重要である。  
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生鱒習慣病の医療費と死亡数割合  

生活習慣病は、国民医療費の約3割を占め、死亡数割合では約6割を占める。   

医療費（平成16年度）  

生活習慣病＝－10．4兆円 悪性新生物  

死因別死亡割合（平成16年）   

生活習慣病・・・61．0％  

脳血管疾患12．5％  

15   （注）国民医療費（平成16年度）、わが国の慢性透析療法の現況（2004年12月31日）等により作成   （注）人口動態統計（平成16年）により作成  



新たな健診・保健指導の基本的な考え方  

新
知
題
め
 
 

最
的
課
た
 
 

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のた  

めの保健指導を必要とする者を抽出する健診  

結果を出す保健指導  

内臓脂肪型肥満に着目した早期介入■行動変容  

リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が早期  
に介入し、行動変容につながる保健指導を行う  

自己選択と行動変容  

対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、生  
活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる  

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化さ  

れた保健指導を提供  
リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」  

「動機づけ支援」「積極的支胤を行う  

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保  

健指導  

データ分析等を通じて集団としての健康課題を設  

定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施  

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイ  
ルを考慮した保健指導  

行動変容を  

促す手法  
アウトカム（結果）評価  

糖尿病等の有病者・予備群の25％減少   
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特定健診・保健指導の基本的な流れ  

一一－■一‥‾‾●■－－－－ 

■  一一一一－－－、 ニト治療（保健指導の枠外）        －－－－－－－－‥＿＿＿＿－一一一一一ノ  
積極的ま標   

準備段階にあわせ  
て個別の目標を設  
定し、具体的で実現  
可能な行動の継続  
を支援   

○アウトプット（事  

業実施量）評価  

⇒実施回数や参  
加人数等   

○アウトカム（結  

果）評価  

⇒糖尿病等の有  
病者・予備群の減  

少率、保健指導  
効果   

○プロセス（過程）  
評価   

○健康度の改善  
効果と医療貴通  
正化効果 等  

●対象者  

毎での  

作成   

●健診結  

果と詳  

細な質  

問票で  

行動変  
容の準  

備状態  

を把握  

●生活習慣病  

の特性や生  

活習慣の改  
善に関する  

基本的な理  

解を支援   

●健診結果の  

提供に合わ  

せて、全員  
に個別の  

ニーズ、生  

活習慣に即  

した情報を  

提供  

●年間実施  

予定（実  

施量■内  
容■委託  

先等）の  

設定   

●特定健康  

診査等実  

施計画（5  

年計画）  

の毎年度  

の点検・  

補正  

動機付け電探   

生活習慣の改善に  
対する個別の目標  
を設定し、自助努力  
による行動変容が可  

能となるような動機  

づけを支援  
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医療保険者に特定健診の実施を義務付け   

対象者：40～74歳の医療保険加入者約5，600万人  

（平成20年度）   

医療保険者による後期高齢者医療支援金の加算・減算  

平成25年度より、後期高齢者医療支援金について、以下の項目の目標達成状況をもとに加算■減算  

○項目  

・特定健診の実施率   

一特定保健指導の実施率  

・H20と比べたH24時点でのメタポリックシンドロームの該当者・予備群の減少率  
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医療保険者による後期高齢者医療支援金の加算・減算  

＜加算・減算の方法＞  

①目標の達成状況の数値化   

○基となるデータ   

・特定健診の実施率  

・特定保健指導の実施率  

・H20と比べたH24時点でのメタポリツクシンドロームの該当者・予備群の減少率  

②各医療保険者（政管等は各都道府県支部ごと）間の数値を比較し、高い保険者については   
後期高齢者医療支援金の減算、低い保険者については加算を行う。   
医療保険者全体を通じた減算額と加算額は同額。   



参考：加算・減算のイメージ  

※加算幅を3段階に分ける場合の一例  

最大10％  

医療給付費等総額  

10．3兆円  
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新しい仕組みに対応する主な作業工程  
18年度  19年度  20年度  

（1）健診の現状把撞（被扶養者も含む   

加入者について）  

（平成18年度中）  

（2）保険者事務局職員や保健師■管理栄養士に係る説明会や研修の  

受講  

（平成18  ～19年  

①平成24年度における日模値を設定  

②目標値到達までの各年度における目標値   

を設定   

（平成19年7月～9月までをメドに）  

③関係都道府県に①を報告し、適宜調整  
（平成19年10月－12月メド）  

④他の保険者への委託等の申し込み  

（平成19年10月～12月頃まで）  
⑤自己負担率、上限設定について決定  
⑥特定健診等実施計画の原案の作成   

（平成19年10月～12月）  
⑦保健指導体制の整備  

（平成19年10月～平成20年3月）  
⑧必要な費用、内訳を算出／保険料率設定  
⑨特定健診等実施計画案の策定  
⑩理事会や運営協議会（国保）での手続き  

（平成20年1月－2月）  

⑪市町村議会（国保）での承認  

（平成20年2月－3月）  

⑫特定健診等実施計画の公表、報告  

（3）事業実施方法   

の検討  

（4月頃～6月頃）  

（4）個人情報保護対策  

（4月頃～10月頃）  

（6）健診・保健指導機   

関との外部委託契   

約や他の保険者委   

託契約の締結  

（4月）  

（5）特定健診等実施計画の策定  
（19年度）  

（7）健診結果等データの電子的   

管理  

（原則として、4月から）  
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